
 

１．特定事業計画策定にあたって 

 

（1）特定事業計画策定の趣旨 

府中市では、すべての市民が安全で快適な生活を営むことができる良好な生活環境

の実現とともに、市民の主体的な参加による物心両面にわたる障壁のない社会を築く

ため、平成8年に府中市福祉のまちづくり条例を定め、市、市民及び事業者が互いの

理解と協力のもとに福祉のまちづくりを推進しています。 

一方、国では急速な高齢化の進行や、ノーマライゼーションの理念の浸透にともな

い、高齢者や身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保の重要性が増して

いることから、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安

全性の向上（以下「移動の円滑化」といいます。）を目指して、平成12年に「高齢者、

身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（以下「交

通バリアフリー法」といいます。）が公布、施行されました。 

この法律に基づき、府中市では平成16年1月に、重点整備地区を府中駅・府中本町

駅周辺地区と定めた「府中市交通バリアフリー基本構想」を策定し、同年3月に公表

いたしました。 

その後、事業を計画的に実施するため、平成16年７月に「府中市交通バリアフリー

事業者調整会」を設置し､公共交通事業者（鉄道・バス事業者）、道路管理者（国道・

都道・市道管理者）、公安委員会が事業実施に向けた事業者間の調整、協議を行って

まいりました。 

この調整、協議の内容を踏まえ、各事業者が事業計画を作成しました。そこで、市

民の皆さんに、府中市交通バリアフリー基本構想に基づく事業の内容や整備予定期間

などを知っていただき、事業に協力していただくために、各事業者の特定事業計画を

まとめて公表することといたしました。 
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（2）交通バリアフリー法における特定事業計画の策定 

各事業者は、市町村及び関係する事業者に意見を聴いたうえで、特定事業計画を定

めます。その中でも、道路管理者及び公安委員会は、事業計画を公表しなければなり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通特定事業計画 

公共交通事業者 

意見聴取

意見聴取 

公表の義務なし 

事業計画に定める事項 

1.事業の対象となる特定旅客施

設又は特定車両 

2.事業の内容 

3.事業の実施予定期間並びにそ

の実施に必要な資金の額及び

その調達方法 

公 表 

交通バリアフリー基本構想 

市 町 村 

道路特定事業計画 

道路管理者 

交通安全特定事業計画

公安委員会 

意見聴取 

事業計画に定める事項 

1.事業を実施する道路の区間 

2.道路の区間ごとに実施すべき事業の内容及び実施予定期間 

3.その他事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

意見聴取 

意見聴取
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（3）府中市における特定事業計画策定経過 

府中市では、基本構想の作成過程で結論の出なかった課題について「府中市福祉の

まちづくり推進審議会」で審議し、方向性を示していただきました。 

その検討結果を踏まえ、事業者調整会において各事業者が事業計画の提示・調整を

行い、特定事業計画を策定しました。 
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項

 

府中市交通バリアフリー基本構想

府中駅・府中本町駅周辺地区 

① 府中市福祉のまちづくり推進審議会との協議に

ついて 

② 事業調書及び事業者間の調整事項について 

日 

① 事業者間の調整事項について 

② 府中市福祉のまちづくり推進審議会の意見に対

する方向性について 

 

 

 

 

① 各事業計画（案）の提示とそれに対する意見につ

いて 

② 事業計画公表までのスケジュール（案）について

各特定事業計画の策定 
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府中市福祉のまちづくり推進審議会
平成16年3月公
 課題事
 横断歩道部等における歩車道の段差に
ついて 

 バリアフリー対応型信号機の設置要望
箇所について 

 歩車道未分離の道路の整備について 
 誘導サイン計画について 
 視覚障害者誘導ブロックについて 
・連続敷設について 

・バス停での敷設について 

・JIS規格以外の敷設替えについて 

・音響式信号機設置箇所での敷設方法

について 
① 交通バリアフリー基本構想の策定について 

② 府中市福祉のまちづくり推進審議会との協議に

ついて 

③ 事業計画の作成について 
第１回：平成16年7月13日
果 
検討結
第２回：平成16年9月3
第３回：平成16年10月8日
① 道路管理者の共通整備事項（案）について 

② 事業計画の公表について 
第４回：平成16年11月12日
第５回：平成17年１月26日
府中市交通バリアフリー事業者調整会


